
議案第４７号 

 

   田辺公園拡張整備事業の指定管理者の指定期間の変更について 

 

 地方自治法第２４４条の２第３項に規定する指定管理者の指定期間を変更す

ることについて、同条第６項の規定により、議会の議決を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  令和６年９月４日 提出 

 

                    京田辺市長  上 村  崇   

 

 

 

 

 

 （提案理由） 

 本件は、田辺公園拡張整備区域の管理を指定管理者に行わせることについて、

指定期間を変更するため、提案するものである。 

 

  

 

 

 



１ 指定管理者に管理を行わせる公の施設の名称及び所在地 

  名称  田辺公園拡張整備区域 

  所在地 京田辺市興戸小モ詰、興戸山添地内 

 

２ 指定管理者となる団体の名称、代表法人及び構成法人 

  名称    東レ建設グループ 

   代表法人  東レ建設株式会社 

構成法人  京阪園芸株式会社 

       東洋コミュニティサービス株式会社 

 

３ 指定期間 

  変更前 令和６年１０月１日から令和２５年９月３０日までの１９年間  

変更後 令和７年１月１日から令和２５年１２月３１日までの１９年間 

 

 ４ 変更理由 

    田辺公園拡張整備区域の供用開始を当初予定の令和６年１０月１日か

ら令和７年１月１日に変更するため、指定管理者の指定期間も合わせて

変更するもの。 

 


